
船舶事故等調査報告書 

平成２１年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１５５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年６月２日 １６時２４分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港 鍋田ふ頭公社ターミナルＴ１岸壁 

事故等調査の経過  平成２１年６月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 HAMILTON
ハ ミ ル ト ン

 STRAIT
ストレイト

（マーシャル諸島共和国）、９,０３０トン 

９１８７４８５（IMO 番号）、HAMILTON STRAIT SHIPPING COMPANY 

LIMITED 

Ｂ 貨物船 W M S
ダブリュエムエス

 AMSTERDAM
アムステルダム

（キプロス共和国）、７,４６４トン 

９３２９５７６（IMO番号）、WMS AMSTERDAM NAVIGATION LIMITED

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、ロシア連邦海技免状 

Ｂ 船長、ロシア連邦国籍 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部擦過傷、左舷船尾部損傷 

Ｂ 右舷船尾部損傷 

 事故等の経過 Ａ船は名古屋港鍋田ふ頭公社ターミナルＴ１岸壁に着岸作業中、Ｂ船は

着岸中、平成２１年６月２日１６時２４分ごろ、Ａ船の左舷船首とＢ船の

右舷船尾とが衝突し、続いてＡ船の左舷船尾部が岸壁に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、着岸作業中、操船を適切に行わなかった

可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が名古屋港において着岸作業中、操船を適切に行わなか

ったため、着岸中のＢ船と衝突したことにより発生した可能性があると考

えられる。 

 




